
皆さんのまちづくりに関するご意見･ご提案を、直接村長へ伝えることができる「ふれあいトーク」。今年度
も対話形式のほか、オンラインでも開催します。

「ふれあいトーク」･
「ふれあいトークオンライン」を開催します

令和
８年度も

期日▼毎月１回 ※開催日は「広報とうか
い」などでお知らせします。

時間▼午後２時～５時
場所▼イオン東海店（１階･フードコート

付近）
その他▼▽当日に先着順で受け付けま

す。▽当日のやり取り概要を村公式
ホームページで公表（匿名）します。
※個人が特定される内容を除きます。

ふれあいトークふれあいトーク

◀参加はこちらから！　　
①二次元コードを読み取る
②ログインしてアカウントを登録する
③まちづくりに関するご意見･ご提案を投稿する

期間▼５月18日（月）～25日（月）
その他▼24時間投稿できます。※即時対応ではありません。
注意事項▼まちづくりに関するご意見･ご提案以外の投稿
（要望や誹

ひ

謗
ぼ う

中傷など）や個人が特定される内容、他の参
加者の意見に対する投稿はお控えください。

第３回「ふれあいトークオンライン」第３回「ふれあいトークオンライン」

【問い合わせ】政策推進課秘書広聴担当（☎282-1711 内線1301）

「広報とうかい」（毎月10日号）の裏表紙に、お子さ
んの写真を掲載するコーナー。お気に入りの一枚を
お子さんの成長の記録として応募してみませんか。
掲載基準▼▽村内在住の未就学児（応募時点）に限

ります。▽１人につき、１年に１回の掲載とし
ます。▽先着順となります。

応募方法▼▽「ＴＯＫＡＩ Ｋｉｄʼｓ」応募▽住所▽
氏名▽電話番号▽お子さんの氏名（ふりがな）▽
生年月日―を明記し、写真を添えて郵送･メー
ル･持参のいずれかでご応募ください。

「広報とうかい」（毎月10日号）に、俳句や短歌
を掲載する文芸コーナー。日常の何気ない出来事
や情景などを俳句や短歌で表現してみませんか。
掲載基準▼▽公序良俗に反する表現を含む作品は

掲載しません。▽応募作品の添削は行いません。
▽先着順となります。
応募方法▼▽「文芸とうかい」応募▽俳句または短

歌▽住所▽氏名▽電話番号―を明記し、郵送･
ファックス･メール･持参のいずれかでご応募く
ださい。

【問い合わせ】地域戦略課広報･シティプロモーション担当（〒319-1192 東海三丁目７番１号 ☎282-
1711 内線1339 287-0317 kouhou@vill.tokai.ibaraki.jp）

「集まれ！「集まれ！
 TOKAI Kid'ｓ」募集 TOKAI Kid'ｓ」募集

「文芸とうかい」「文芸とうかい」
募集募集

東海村ダイバーシティ
　  啓発事業補助金を

活用しませんか？

対象▼村内に拠点を置く法人･団体など ※１団体につき１事業までとなります。
補助金額▼上限10万円 ※予算額に達し次第終了します。
募集期間▼６月１日（月）～令和９年１月29日（金）
申し込み･問い合わせ▼申請書に必要事項を記入の上、郵送または持参で、村民活動支援課村民活動支援担当
（〒319-1192 東海三丁目７番１号 ☎282-1711 内線1463）へ申し込みください。

　ダイバーシティとは、「多様性」を意味します。年齢･性別･国籍･障がいの有無だけでなく、価値観や経験、
働き方など、誰もが違いを持っています。一人ひとりが自分らしく生き生きと暮らすことができる社会を
実現するためには、それぞれの違いを互いに認め合い、尊重することが重要です。
　村では、ダイバーシティの考え方を推進するために、講師を迎えて開催する研修会やイベント等で啓発
品を配布する事業などを実施する方に補助金を支給します。
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